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北九州市告示第６０号 

 北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）

第８条第４項の規定によりＪＲ小倉駅周辺地区自転車放置禁止区域の区域を変

更するので、同条第５項において準用する同条第３項の規定により次のとおり

告示する。 

令和２年３月１２日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 区域を変更する自転車放置禁止区域の名称 

  ＪＲ小倉駅周辺地区自転車放置禁止区域 

２ 変更後の自転車放置禁止区域の区域図 

３ 自転車放置禁止区域の変更年月日 

  令和２年３月１９日   
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